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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 12月 8日 (2004.12.8)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 貨 幣 の 支 払 い に 応 じ た 価 値 で あ っ て 、 遊 技 に 使 用 可 能 な 遊 技 用 価 値 の 大 き さ の 情 報 及 び
各 記 録 媒 体 に 固 有 の 識 別 情 報 が 記 録 さ れ た 遊 技 用 記 録 媒 体 の 遊 技 用 価 値 の 大 き さ を 、 各 遊
技 用 記 録 媒 体 の 前 記 識 別 情 報 に 対 応 づ け て 管 理 す る 記 録 媒 体 管 理 装 置 と 、
該 記 録 媒 体 管 理 装 置 と 通 信 可 能 で あ っ て 、 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体 を 受 付 け て 、 該 受 付 け た 遊
技 用 記 録 媒 体 の 記 録 情 報 を 少 な く と も 読 み 出 す 記 録 媒 体 処 理 手 段 と 、 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体
の 記 録 情 報 に 基 づ く 遊 技 用 価 値 の 大 き さ に 相 当 す る 金 額 の 貨 幣 を 払 出 す 精 算 処 理 を 行 う 精
算 手 段 と 、 を 備 え る 精 算 装 置 か ら 成 り 、 前 記 記 録 媒 体 処 理 手 段 に て 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体 か
ら 読 み 出 し た 前 記 遊 技 用 価 値 の 大 き さ の 情 報 及 び 識 別 情 報 と 、 該 識 別 情 報 に 対 応 づ け て 前
記 記 録 媒 体 管 理 装 置 に て 管 理 さ れ て い る 遊 技 用 価 値 の 大 き さ と に 基 づ い て 前 記 記 録 媒 体 処
理 手 段 に 受 付 中 の 遊 技 用 記 録 媒 体 の 精 算 可 否 を 判 定 し 、 該 判 定 結 果 が 精 算 可 能 で あ る 場 合
に お い て 前 記 精 算 手 段 に よ る 精 算 処 理 を 行 う 遊 技 用 シ ス テ ム に お い て 、
前 記 精 算 装 置 は 、 前 記 記 録 媒 体 管 理 装 置 と の 通 信 状 態 が 通 信 可 能 状 態 或 い は 通 信 不 可 能 状
態 で あ る か の 確 認 を 行 う 通 信 状 態 確 認 手 段 と 、 所 定 の 精 算 処 理 要 求 操 作 を 受 付 け る た め の
精 算 操 作 手 段 と を 備 え 、

前 記 通 信 状 態 確 認 手 段 に よ り 通 信 不 可 能 状 態 で あ る と 確 認 さ れ た 場 合 に
お い て 、 前 記 精 算 操 作 手 段 に て 所 定 の 精 算 処 理 要 求 操 作 が 為 さ れ た 場 合 に は 、

通 信 不 可 能 時 精 算 処 理 を 実 施 す る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 用 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 精 算 装 置 は 、 前 記 精 算 操 作 手 段 の 操 作 者 が 正 規 の 操 作 者 で あ る か を 判 定 す る た め の
操 作 者 確 認 情 報 を 記 憶 す る 操 作 者 確 認 情 報 記 憶 手 段 を 具 備 す る と と も に 、 前 記 精 算 操 作 手
段 は 前 記 精 算 処 理 要 求 操 作 に 加 え て 操 作 者 か ら 前 記 操 作 者 確 認 情 報 を 受 付 け 、

該 受 付 け た 操 作 者 確 認 情 報 と 前 記 操 作 者 確 認 情 報 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 操 作 者
確 認 情 報 と を 照 合 し 、 該 照 合 結 果 が 一 致 し た 場 合 に お い て 前 記 通 信 不 可 能 時 精 算 処 理 を 実
施 す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 用 シ ス テ ム 。

前 記 精 算 手 段 は 、
前 記 遊 技 用

記 録 媒 体 か ら 読 み 出 し た 記 録 情 報 に 基 づ く 遊 技 用 価 値 の 大 き さ に 相 当 す る 金 額 の 貨 幣 を 払
出 す

前 記 精 算 手
段 は 、



【 請 求 項 ３ 】
　 貨 幣 の 支 払 い に 応 じ た 価 値 で あ っ て 、 遊 技 に 使 用 可 能 な 遊 技 用 価 値 の 大 き さ の 情 報 及 び
各 記 録 媒 体 に 固 有 の 識 別 情 報 が 記 録 さ れ た 遊 技 用 記 録 媒 体 の 遊 技 用 価 値 の 大 き さ を 、 各 遊
技 用 記 録 媒 体 の 前 記 識 別 情 報 に 対 応 づ け て 管 理 す る 記 録 媒 体 管 理 装 置 と 、
該 記 録 媒 体 管 理 装 置 と 通 信 可 能 で あ っ て 、 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体 を 受 付 け て 、 該 受 付 け た 遊
技 用 記 録 媒 体 の 記 録 情 報 を 少 な く と も 読 み 出 す 記 録 媒 体 処 理 手 段 と 、 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体
の 記 録 情 報 に 基 づ く 遊 技 用 価 値 の 大 き さ に 相 当 す る 金 額 の 貨 幣 を 払 出 す 精 算 処 理 を 行 う 精
算 手 段 と 、 を 備 え る 精 算 装 置 か ら な り 、 前 記 記 録 媒 体 処 理 手 段 に て 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体 か
ら 読 み 出 し た 前 記 遊 技 用 価 値 の 大 き さ の 情 報 及 び 識 別 情 報 と 、 該 識 別 情 報 に 対 応 づ け て 前
記 記 録 媒 体 管 理 装 置 に て 管 理 さ れ て い る 遊 技 用 価 値 の 大 き さ と に 基 づ い て 前 記 記 録 媒 体 処
理 手 段 に 受 付 中 の 遊 技 用 記 録 媒 体 の 精 算 可 否 を 判 定 し 、 該 判 定 結 果 が 精 算 可 能 で あ る 場 合
に お い て 前 記 精 算 手 段 に よ る 精 算 処 理 を 行 う 遊 技 用 シ ス テ ム に お い て 、
前 記 精 算 装 置 は 、 前 記 記 録 媒 体 管 理 装 置 と の 通 信 状 態 が 通 信 可 能 状 態 或 い は 通 信 不 可 能 状
態 で あ る か の 確 認 を 行 う 通 信 状 態 確 認 手 段 と 、 操 作 者 が 正 規 の 操 作 者 で あ る か を 判 定 す る
た め の 予 め 定 め ら れ た 所 定 の 操 作 者 確 認 情 報 を 記 憶 す る た め の 操 作 者 確 認 情 報 記 憶 手 段 と
、 該 操 作 者 確 認 情 報 を 操 作 者 か ら 受 付 け る た め の 操 作 者 確 認 情 報 受 付 け 手 段 と 、 を 具 備 し
、

前 記 通 信 状 態 確 認 手 段 に よ り 通 信 不 可 能 状 態 で あ る と 確 認 さ れ た 場 合 に
お い て 、 前 記 操 作 者 確 認 情 報 受 付 け 手 段 か ら 受 付 け た 操 作 者 確 認 情 報 が 、 前 記 操 作 者 確 認
情 報 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 操 作 者 確 認 情 報 と 一 致 す る 場 合 に 、

通 信 不
可 能 時 精 算 処 理 を 実 施 す る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 用 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 操 作 者 確 認 情 報 を 生 成 す る 操 作 者 確 認 情 報 生 成 手 段 を 備 え 、 該 操 作 者 確 認 情 報 生 成
手 段 で 生 成 さ れ た 操 作 者 確 認 情 報 を 前 記 操 作 者 確 認 情 報 記 憶 手 段 に 更 新 記 憶 す る 請 求 項 ２
ま た は ３ に 記 載 の 遊 技 用 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 通 信 状 態 確 認 手 段 に て 通 信 不 可 能 状 態 が 確 認 さ れ た 場 合 に お い て 、 前 記 精 算 可 否 判
定 の 判 定 結 果 に 基 づ く 精 算 処 理 が 不 可 能 で あ る 旨 を 報 知 す る 報 知 手 段 を 備 え る 請 求 項 １ ～
４ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 用 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 記 録 媒 体 管 理 装 置 は 、 精 算 を 実 施 不 可 と す る 遊 技 用 記 録 媒 体 の 識 別 情 報 が 登 録 さ れ
た ブ ラ ッ ク リ ス ト 情 報 を 記 憶 す る 管 理 装 置 側 ブ ラ ッ ク リ ス ト 記 憶 手 段 を 備 え 、 該 管 理 装 置
側 ブ ラ ッ ク リ ス ト 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た ブ ラ ッ ク リ ス ト 情 報 を 前 記 精 算 装 置 に 送 信 し 、 前
記 精 算 装 置 は 、 該 送 信 さ れ て き た 前 記 ブ ラ ッ ク リ ス ト 情 報 を 記 憶 す る た め の 精 算 装 置 側 ブ
ラ ッ ク リ ス ト 記 憶 手 段 を 備 え 、 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体 か ら 読 み 出 し た 識 別 情 報 と 前 記 ブ ラ ッ
ク リ ス ト に 登 録 さ れ て い る 識 別 情 報 の 照 合 を 行 い 、 該 照 合 が 一 致 し た 場 合 に お い て 前 記 精
算 手 段 に よ る 精 算 処 理 を 行 わ な い 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か
に 記 載 の 遊 技 用 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 精 算 装 置 は 、 前 記 通 信 不 可 能 時 精 算 処 理 に て 精 算 さ れ た 遊 技 用 価 値 の 大 き さ で あ る
精 算 遊 技 用 価 値 の 大 き さ を 記 憶 す る た め の 精 算 遊 技 用 価 値 記 憶 手 段 を 備 え 、 該 精 算 遊 技 用
価 値 記 憶 手 段 に 記 憶 し て い る 記 憶 情 報 を 、 前 記 通 信 不 可 能 状 態 か ら 通 信 可 能 状 態 に 復 旧 し
た 後 に お い て 前 記 記 録 媒 体 管 理 装 置 に 送 信 す る 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 用 シ
ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 精 算 装 置 は 、 前 記 通 信 不 可 能 時 精 算 処 理 の 処 理 履 歴 を 記 憶 す る た め の 処 理 履 歴 記 憶
手 段 を 備 え 、
該 処 理 履 歴 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 処 理 履 歴 を 出 力 す る た め の 出 力 手 段 を 備 え る 請 求 項
１ ～ ７ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 用 シ ス テ ム 。
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前 記 精 算 手 段 は 、

前 記 遊 技 用 記 録 媒 体 か
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及 び 前 記 通 信 不 可 能 時 精 算 処 理



【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 精 算 装 置 は 、 前 記 通 信 状 態 確 認 手 段 に て 通 信 可 能 状 態 と 確 認 さ れ て い る 場 合 に は 、
前 記 通 信 不 可 能 時 精 算 処 理 を 不 能 化 す る 請 求 項 １ ～ ８ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 用 シ ス テ ム
。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 通 信 不 可 能 時 精 算 処 理 の 実 施 可 能 条 件 を 設 定 す る た め の 設 定 手 段 を 具 備 し 、 前 記 精
算 装 置 は 、 該 設 定 手 段 に て 設 定 さ れ た 実 施 可 能 条 件 が 満 た さ れ て い る 場 合 に お い て 、 前 記
通 信 不 可 能 時 精 算 処 理 を 可 能 と す る 請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 用 シ ス テ ム 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ６ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 前 記 し た 問 題 を 解 決 す る た め に 、 本 発 明 の 遊 技 用 シ ス テ ム は 、 貨 幣 の 支 払 い に 応 じ た 価
値 で あ っ て 、 遊 技 に 使 用 可 能 な 遊 技 用 価 値 の 大 き さ の 情 報 及 び 各 記 録 媒 体 に 固 有 の 識 別 情
報 が 記 録 さ れ た 遊 技 用 記 録 媒 体 の 遊 技 用 価 値 の 大 き さ を 、 各 遊 技 用 記 録 媒 体 の 前 記 識 別 情
報 に 対 応 づ け て 管 理 す る 記 録 媒 体 管 理 装 置 と 、
該 記 録 媒 体 管 理 装 置 と 通 信 可 能 で あ っ て 、 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体 を 受 付 け て 、 該 受 付 け た 遊
技 用 記 録 媒 体 の 記 録 情 報 を 少 な く と も 読 み 出 す 記 録 媒 体 処 理 手 段 と 、 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体
の 記 録 情 報 に 基 づ く 遊 技 用 価 値 の 大 き さ に 相 当 す る 金 額 の 貨 幣 を 払 出 す 精 算 処 理 を 行 う 精
算 手 段 と 、 を 備 え る 精 算 装 置 か ら 成 り 、 前 記 記 録 媒 体 処 理 手 段 に て 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体 か
ら 読 み 出 し た 前 記 遊 技 用 価 値 の 大 き さ の 情 報 及 び 識 別 情 報 と 、 該 識 別 情 報 に 対 応 づ け て 前
記 記 録 媒 体 管 理 装 置 に て 管 理 さ れ て い る 遊 技 用 価 値 の 大 き さ と に 基 づ い て 前 記 記 録 媒 体 処
理 手 段 に 受 付 中 の 遊 技 用 記 録 媒 体 の 精 算 可 否 を 判 定 し 、 該 判 定 結 果 が 精 算 可 能 で あ る 場 合
に お い て 前 記 精 算 手 段 に よ る 精 算 処 理 を 行 う 遊 技 用 シ ス テ ム に お い て 、
前 記 精 算 装 置 は 、 前 記 記 録 媒 体 管 理 装 置 と の 通 信 状 態 が 通 信 可 能 状 態 或 い は 通 信 不 可 能 状
態 で あ る か の 確 認 を 行 う 通 信 状 態 確 認 手 段 と 、 所 定 の 精 算 処 理 要 求 操 作 を 受 付 け る た め の
精 算 操 作 手 段 と を 備 え 、

前 記 通 信 状 態 確 認 手 段 に よ り 通 信 不 可 能 状 態 で あ る と 確 認 さ れ た 場 合 に
お い て 、 前 記 精 算 操 作 手 段 に て 所 定 の 精 算 処 理 要 求 操 作 が 為 さ れ た 場 合 に は 、

通 信 不 可 能 時 精 算 処 理 を 実 施 す る こ と を 特 徴 と し て い る 。
　 こ の 特 徴 に よ れ ば 、 前 記 通 信 状 態 確 認 手 段 に て 記 録 媒 体 管 理 装 置 と の 通 信 状 態 が 通 信 不
可 能 状 態 （ オ フ ラ イ ン 状 態 ） で あ る と 確 認 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 前 記 精 算 操 作 手 段 に お
い て 、 係 員 等 が 所 定 の 精 算 処 理 要 求 操 作 を 実 施 す る こ と で 、 前 記 精 算 可 否 判 定 の 判 定 結 果
を 必 要

通 信 不 可 能 時 精 算 処 理 が 実 施 さ れ る よ う に な る た め 、 遊 技
者 は こ れ ら 通 信 不 可 能 状 態 （ オ フ ラ イ ン 状 態 ） で あ っ て も 精 算 を 受 け る こ と が で き る よ う
に な り 、 遊 技 場 に と っ て も 遊 技 者 と の ト ラ ブ ル を 回 避 で き る よ う に な る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 の 遊 技 用 シ ス テ ム は 、 前 記 精 算 装 置 は 、 前 記 精 算 操 作 手 段 の 操 作 者 が 正 規 の 操 作
者 で あ る か を 判 定 す る た め の 操 作 者 確 認 情 報 を 記 憶 す る 操 作 者 確 認 情 報 記 憶 手 段 を 具 備 す
る と と も に 、 前 記 精 算 操 作 手 段 は 前 記 精 算 処 理 要 求 操 作 に 加 え て 操 作 者 か ら 前 記 操 作 者 確
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前 記 精 算 手 段 は 、
前 記 遊 技 用

記 録 媒 体 か ら 読 み 出 し た 記 録 情 報 に 基 づ く 遊 技 用 価 値 の 大 き さ に 相 当 す る 金 額 の 貨 幣 を 払
出 す

と せ ず に 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体 か ら 読 み 出 し た 記 録 情 報 に 基 づ く 遊 技 用 価 値 の 大 き さ
に 相 当 す る 金 額 の 貨 幣 を 払 出 す



認 情 報 を 受 付 け 、 該 受 付 け た 操 作 者 確 認 情 報 と 前 記 操 作 者 確 認 情 報 記 憶
手 段 に 記 憶 さ れ て い る 操 作 者 確 認 情 報 と を 照 合 し 、 該 照 合 結 果 が 一 致 し た 場 合 に お い て 前
記 通 信 不 可 能 時 精 算 処 理 を 実 施 す る こ と が 好 ま し い 。
　 こ の よ う に す れ ば 、 前 記 所 定 の 精 算 処 理 要 求 操 作 実 施 ば か り で な く 、 前 記 操 作 者 確 認
情 報 を 受 付 け て 、 該 受 付 け た 操 作 者 確 認 情 報 の 照 合 に よ り 操 作 者 が 正 規 の 操 作 者 で あ る か
を 判 定 す る こ と で 、 不 正 な 操 作 者 に よ り 通 信 不 可 能 時 精 算 処 理 が 実 施 さ れ る こ と を 防 止 で
き る よ う に な り 、 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ 性 能 を 向 上 で き る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 の 遊 技 用 シ ス テ ム は 、 貨 幣 の 支 払 い に 応 じ た 価 値 で あ っ て 、 遊 技 に 使 用 可 能 な 遊
技 用 価 値 の 大 き さ の 情 報 及 び 各 記 録 媒 体 に 固 有 の 識 別 情 報 が 記 録 さ れ た 遊 技 用 記 録 媒 体 の
遊 技 用 価 値 の 大 き さ を 、 各 遊 技 用 記 録 媒 体 の 前 記 識 別 情 報 に 対 応 づ け て 管 理 す る 記 録 媒 体
管 理 装 置 と 、
該 記 録 媒 体 管 理 装 置 と 通 信 可 能 で あ っ て 、 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体 を 受 付 け て 、 該 受 付 け た 遊
技 用 記 録 媒 体 の 記 録 情 報 を 少 な く と も 読 み 出 す 記 録 媒 体 処 理 手 段 と 、 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体
の 記 録 情 報 に 基 づ く 遊 技 用 価 値 の 大 き さ に 相 当 す る 金 額 の 貨 幣 を 払 出 す 精 算 処 理 を 行 う 精
算 手 段 と 、 を 備 え る 精 算 装 置 か ら な り 、 前 記 記 録 媒 体 処 理 手 段 に て 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体 か
ら 読 み 出 し た 前 記 遊 技 用 価 値 の 大 き さ の 情 報 及 び 識 別 情 報 と 、 該 識 別 情 報 に 対 応 づ け て 前
記 記 録 媒 体 管 理 装 置 に て 管 理 さ れ て い る 遊 技 用 価 値 の 大 き さ と に 基 づ い て 前 記 記 録 媒 体 処
理 手 段 に 受 付 中 の 遊 技 用 記 録 媒 体 の 精 算 可 否 を 判 定 し 、 該 判 定 結 果 が 精 算 可 能 で あ る 場 合
に お い て 前 記 精 算 手 段 に よ る 精 算 処 理 を 行 う 遊 技 用 シ ス テ ム に お い て 、
前 記 精 算 装 置 は 、 前 記 記 録 媒 体 管 理 装 置 と の 通 信 状 態 が 通 信 可 能 状 態 或 い は 通 信 不 可 能 状
態 で あ る か の 確 認 を 行 う 通 信 状 態 確 認 手 段 と 、 操 作 者 が 正 規 の 操 作 者 で あ る か を 判 定 す る
た め の 予 め 定 め ら れ た 所 定 の 操 作 者 確 認 情 報 を 記 憶 す る た め の 操 作 者 確 認 情 報 記 憶 手 段 と
、 該 操 作 者 確 認 情 報 を 操 作 者 か ら 受 付 け る た め の 操 作 者 確 認 情 報 受 付 け 手 段 と 、 を 具 備 し
、 前 記 通 信 状 態 確 認 手 段 に よ り 通 信 不 可 能 状 態 で あ る と 確 認 さ れ た 場 合 に お い て 、 前 記 操
作 者 確 認 情 報 受 付 け 手 段 か ら 受 付 け た 操 作 者 確 認 情 報 が 、 前 記 操 作 者 確 認 情 報 記 憶 手 段 に
記 憶 さ れ て い る 操 作 者 確 認 情 報 と 一 致 す る 場 合 に 、 前 記 精 算 手 段 の 精 算 処 理 に お い て 、 前
記 精 算 可 否 判 定 の 判 定 結 果 を 必 要 と し な い 通 信 不 可 能 時 精 算 処 理 を 実 施 す る こ と を 特 徴 と
し て い る 。
　 こ の 特 徴 に よ れ ば 、 前 記 通 信 状 態 確 認 手 段 に て 記 録 媒 体 管 理 装 置 と の 通 信 状 態 が 通 信 不
可 能 状 態 （ オ フ ラ イ ン 状 態 ） で あ る と 確 認 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 前 記 操 作 者 確 認 情 報 を
受 付 て 、 該 受 付 け た 操 作 者 確 認 情 報 の 照 合 に よ り 正 規 の 操 作 者 で あ っ た 場 合 に 、 前 記 精 算
可 否 判 定 の 判 定 結 果 を 必 要

通 信 不 可 能 時 精 算 処 理 が 実 施 さ れ る よ
う に な る た め 、 遊 技 者 は こ れ ら 通 信 不 可 能 状 態 （ オ フ ラ イ ン 状 態 ） で あ っ て も 精 算 を 受 け
る こ と が で き る よ う に な り 、 遊 技 場 に と っ て も 遊 技 者 と の ト ラ ブ ル を 回 避 で き る よ う に な
る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 の 遊 技 用 シ ス テ ム は 、 前 記 記 録 媒 体 管 理 装 置 は 、 精 算 を 実 施 不 可 と す る 遊 技 用 記
録 媒 体 の 識 別 情 報 が 登 録 さ れ た ブ ラ ッ ク リ ス ト 情 報 を 記 憶 す る 管 理 装 置 側 ブ ラ ッ ク リ ス ト
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と せ ず に 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体 か ら 読 み 出 し た 記 録 情 報 に 基 づ く
遊 技 用 価 値 の 大 き さ に 相 当 す る 金 額 の 貨 幣 を 払 出 す



記 憶 手 段 を 備 え 、 該 管 理 装 置 側 ブ ラ ッ ク リ ス ト 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た ブ ラ ッ ク リ ス ト 情 報
を 前 記 精 算 装 置 に 送 信 し 、 前 記 精 算 装 置 は 、 該 送 信 さ れ て き た 前 記 ブ ラ ッ ク リ ス ト 情 報 を
記 憶 す る た め の 精 算 装 置 側 ブ ラ ッ ク リ ス ト 記 憶 手 段 を 備 え 、 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体 か ら 読 み
出 し た 識 別 情 報 と 前 記 ブ ラ ッ ク リ ス ト に 登 録 さ れ て い る 識 別 情 報 の 照 合 を 行 い 、 該 照 合 が
一 致 し た 場 合 に お い て 前 記 精 算 手 段 に よ る 精 算 処 理 を 行 わ
な い こ と が 好 ま し い 。
　 こ の よ う に す れ ば 、 通 信 不 可 能 状 態 （ オ フ ラ イ ン 状 態 ） 時 に お い て 、 前 記 ブ ラ ッ ク リ ス
ト に 登 録 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 の 精 算 が 実 施 さ れ る こ と を 回 避 で き る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ３ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ １ ３ ２ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 本 発 明 は 次 の 効 果 を 奏 す る 。
　 （ ａ ） 請 求 項 １ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 通 信 状 態 確 認 手 段 に て 記 録 媒 体 管 理 装 置 と の 通 信
状 態 が 通 信 不 可 能 状 態 （ オ フ ラ イ ン 状 態 ） で あ る と 確 認 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 前 記 精 算
操 作 手 段 に お い て 、 係 員 等 が 所 定 の 精 算 処 理 要 求 操 作 を 実 施 す る こ と で 、 前 記 精 算 可 否 判
定 の 判 定 結 果 を 必 要

通 信 不 可 能 時 精 算 処 理 が 実 施 さ れ る よ う に な
る た め 、 遊 技 者 は こ れ ら 通 信 不 可 能 状 態 （ オ フ ラ イ ン 状 態 ） で あ っ て も 精 算 を 受 け る こ と
が で き る よ う に な り 、 遊 技 場 に と っ て も 遊 技 者 と の ト ラ ブ ル を 回 避 で き る よ う に な る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ３ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ３ ３ 】
　 （ ｂ ） 請 求 項 ２ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 所 定 の 精 算 処 理 要 求 操 作 実 施 ば か り で な く 、 前
記 操 作 者 確 認 情 報 を 受 付 け て 、 該 受 付 け た 操 作 者 確 認 情 報 の 照 合 に よ り 操 作 者 が 正 規 の 操
作 者 で あ る か を 判 定 す る こ と で 、 不 正 な 操 作 者 に よ り 通 信 不 可 能 時 精 算 処 理 が 実 施 さ れ る
こ と を 防 止 で き る よ う に な り 、 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ 性 能 を 向 上 で き る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ３ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ３ ４ 】
　 （ ｃ ） 請 求 項 ３ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 通 信 状 態 確 認 手 段 に て 記 録 媒 体 管 理 装 置 と の 通 信
状 態 が 通 信 不 可 能 状 態 （ オ フ ラ イ ン 状 態 ） で あ る と 確 認 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 前 記 操 作
者 確 認 情 報 を 受 付 て 、 該 受 付 け た 操 作 者 確 認 情 報 の 照 合 に よ り 正 規 の 操 作 者 で あ っ た 場 合
に 、 前 記 精 算 可 否 判 定 の 判 定 結 果 を 必 要

通 信 不 可 能 時 精 算 処 理 が
実 施 さ れ る よ う に な る た め 、 遊 技 者 は こ れ ら 通 信 不 可 能 状 態 （ オ フ ラ イ ン 状 態 ） で あ っ て
も 精 算 を 受 け る こ と が で き る よ う に な り 、 遊 技 場 に と っ て も 遊 技 者 と の ト ラ ブ ル を 回 避 で
き る よ う に な る 。
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と せ ず に 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体 か ら 読 み 出 し た 記 録
情 報 に 基 づ く 遊 技 用 価 値 の 大 き さ に 相 当 す る 金 額 の 貨 幣 を 払 出 す
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